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学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト報告書

第3章「著作権処理」（平成17年3月・国立情報学研究所）より



問題の在処

• 従来の図書館活動と著作権との係わり
–たとえば、著作権法第三十一条

–図書館等における複製

–利用者へ一部を１部、保存、図書館間

• 機関リポジトリ
–セルフ・アーカイビング＝著者による権利行使

–機関リポジトリ（図書館）はプラットフォーム

–著作権の所在（通常、出版社）は問題ではない。
相手にするのは著作権譲渡契約の内容



論文投稿と著作権譲渡

出版社
（publisher）

査読者
（referee）

編集者
（editor）

著者
（author）

A

1～3回程度

校正

B

レイアウト調整、誤字・脱字校正
※英文校正レベルの改変がある場合もある

学術
雑誌

プレプリント1 プレプリントn 著者最終稿

出版社版

原稿形式（テキスト＋図表） 雑誌掲載レイアウト

acceptされることと
なった最終確定稿

accept 著作権譲渡



海外出版社・学会の対著者方針

• Elsevier社の例
– What rights do I retain as author? 

– the right to post a revised personal version of the text 

of the final article (to reflect changes made in the peer 

review and editing process) on the author’s personal 

or institutional web site or server, with a link to the 

journal home page (on elsevier.com);

• “Publisher copyright policies & self-archiving: the 

SHERPA/RoMEO list”

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php











国内出版社・学会の対著者方針

• 学会誌、非営利出版物（市教委とか）
–ほぼ未確定・未検討。明確に禁じていない場合
は、照会すれば許諾が得られることが大半。

• 商業出版、書籍
–断られることもあるが、許諾が得られる場合も多
い。

• SCPJ学協会著作権ポリシーデータベース
（筑波大・千葉大・神戸大（ＣＳＩ委託事業））
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/scpj/

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/scpj/




刊行元方針の見つけ方

• SHERPA/RoMEOには間違いがある（かも）。
必ず原典にあたること

• 自分＝論文投稿者で、自分にはどんな権利
があるのか、という立場・観点で探すとよい

–出版社トップページ等の「Terms & Conditions」
や「Copyright」は、閲覧者・購読機関向けのもの。

–個々の雑誌ページの「Guide for authors」や
「Submission」の類のページを見る。たいてい
Copyright Transfer Formがダウンロードできる。



公開許諾条件の例

• 出典・著者明記、著作権注記しろ。定型注記しろ。

• 雑誌ホームに/抄録に/出版社版（DOI）に リンクしろ

• 6ヵ月/12ヵ月待て

• 出版社版を使え

– 異版が流布するのはいやなので出版社版を使え

– 元々無料配布してるので出版社版を使えばいいじゃない

– 我々の理念はとても立派なので出版社版をくれてやる



日本河川敷学会 御中

突然のメールで失礼いたします。北海道大学附属図書館の杉田と申します。

本学では所属の研究者による著作論文や学会発表資料等のアーカイブ化を進め
ております。

HUSCAP:北海道大学学術成果コレクション

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp 

このほど、本学工学研究科の豊平梓先生から、貴会発行誌掲載の以下の研究論
文をご寄贈頂きました。

豊平梓「矢作酒匂ダムの放流間隔の変遷」『河川敷研究』第4巻6号（2003）

つきましては、この文献を私どもの「HUSCAP:北海道大学学術成果コレクショ
ン」に収録・公開させて頂きたく、ご許諾をお願いいたします。収録に際しては
豊平梓先生ご本人の保有する原稿段階のファイルを使用する予定です。

恐れ入りますが、上記論文の本学HUSCAPへの収録のご許諾の有無につきまして
このメールへの返信にてご一報いただけるようお願い申しあげます。また、その
他条件等ございましたら、併せてお知らせ頂ければと思います。

以上，宜しくお願いいたします。



補足

• 著者の権利を取り戻す活動

• 臆せず聞いてみること＝知らしめること

• 対立しないこと、しかし、こちらのポリシーは
毅然と

– 「メタデータだけの公開を許諾します」

– 「では結構です。世界の90%はセルフ・アーカイビ
ングを認めています。そちらの方針が変わればま
たご連絡ください。」


